
平成２８年度 第４回木花地域協議会を開催しました
日 時 平成２８年１１月１７日（木） 午後６時３０分～

場 所 木花公民館 研修室

会 議 内 容

（１）平成２８年度地域コミュニティ活動交付金事業の進捗状況について

（１）地域のお宝発掘・発展・発信事業の経過報告について

（２）地域魅力発信プラン「きばなのきずな」実現に向けた取り組みのための意見交換

会について

※ 平成２８年１０月１３日（木）１８：３０～２０：３０木花公民館研修

室にて実施され２３団体３９名の方が参加されました。

各戸配布
第３３号 平成２８年１２月

発 行 木花地域自治区地域協議会
会 長 髙橋 武嗣

TEL 0985-58-1111 FAX 0985-55-3013

議 事

※ まちづくり推進委員会より進捗状況と予算の執行

状況が表１のとおり報告されました。

報 告

地域協議会では、地域が抱える課題を解決するための協議を行います。地

域住民の主体的な参加により、住民自治を充実するための中心的役割を担う

とともに、地域住民の意見を行政に反映させる機能を持っています。

裏面に続く

部会名 事業名 予算 出金 残高 執行率 部会名 事業名 予算 出金 残高 執行率

　１．安全推進 安全推進事業 728,900 60,065 668,835 8% 広報事業 415,000 70,000 345,000 17%

ふれあい祭り事業 262,500 175,357 87,143 67% 木花地域資源創成事業 200,000 60,963 139,037 30%

福祉まちづくり事業 177,900 0 177,900 0% 木花地区まちづくり体育祭事業 660,000 52,670 607,330 8%

小計 440,400 175,357 265,043 40% 小計 1,275,000 183,633 1,091,367 14%

環境整備事業 78,500 1,918 76,582 2% 事務局運営事業 534,694 411,351 123,343 77%

地域活性化事業 269,000 50,068 218,932 19% 小計 534,694 411,351 123,343 77%

小計 347,500 51,986 295,514 15% 利息分 31 31

伝統文化継承事業 328,000 18,942 309,058 6% 合計 3,866,025 901,334 2,964,691 23%

伝統芸能継承事業 76,500 0 76,500 0%

木花地区ガイドマップ事業 135,000 0 135,000 0%

小計 539,500 18,942 520,558 4%

表１　【木花地域まちづくり推進委員会　平成28年度宮崎市地域コミュニティ活動交付金事業の執行状況中間報告】　平成28年10月31日現在

　５．企画・広報
　２．福祉・健康

　３．産業活性化

　４．文化



宮崎市自治会及び地域まちづくり推進委員会の

活動の活性化に関する条例

～（通称）きずな社会づくり条例 ～

ホット・トピックス
平成２８年６月に施行されました。

「（通称）きずな社会づくり条例」の概要

『自治会』と『地域まちづくり推進委員会』の活動を活性化していくうえでの３つの基本理念（第２条）

◆支えあい、助け合いの精神を大切にし、地域で暮らす人々のつながりを強化します。

◆地域で暮らす人それぞれの価値観と自主性を尊重します。

◆地域で暮らす人、自治会、地域まちづくり推進委員会、事業者及び市がお互いの役割を理解し、

協力しあいます。

地域自治区地域コーディネーター募集
平成２９年度採用の地域コーディネーターを募集します。

■採用人数 若干名（木花地域自治区２名） ■報酬月額 １４９，５００円

■申し込み期間 １２/１４（水）～H２９/１/１３（金）必着

■試験日 H２９/１/28（土）９：００～

■試験内容 書類選考、パソコン実技試験、面接試験

■採用日 H２９/４/１（土）以降

■申し込み 申込用紙は木花地域センター、市役所本庁舎玄関案内などで配付するほか、市ホームペ

ージからもダウンロードできます。

◆問い合わせ 宮崎市地域コミュニティ課 電話 ０９８５－４２－９２０５ または

木花地域センター 電話 ０９８５－５８－１１１１

市民
『第３条』

●自治会に加入します

●自治会、地域まちづくり推進

委員会の活動に積極的に参加し

ます。

事業者
『第６条』

●自治会、地域まちづくり推進

委員会の活動に協力します。

●従業員の活動への参加に配慮

します

『第７条』

●住宅関連事業者の皆様には、

住宅に入居する方への働きかけ

など、ご協力をお願いします。

地域
まちづくり
推進委員会

『第５条』

●様々な団体と連携し、地域

の課題解決や魅力あるまちづ

くりに努めます。

自治会
『第４条』

●加入や活動がしやすい開かれ

た組織づくりと、積極的な情報

提供に努めます。

市
『第８条』

●市民の自治会、地域まちづく

り推進委員会の活動への参加

が図られるよう情報提供など

に努めます。

●自治会、地域まちづくり推進

委員会が自立した活動が行え

るよう支援します。

５者の

役割


